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欧州機械規則施行に伴う 

MELSEC-Qシリーズモーション安全監視機能システムに関するお知らせ 
 

平素は、三菱電機ACサーボシステムに対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

このたび、欧州機械指令 ((EU)2006/42/EC) が廃止され、欧州機械規則 ((EU)2023/1230) が2027年1月20

日に施行されるのに伴い、安全信号ユニットQ173DSXYのCEマークおよびUKCAマークを削除いたします。ご

了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 対象機種 

Q173DSXY 

 

2. CEマークおよびUKCAマーク削除理由 

安全信号ユニットQ173DSXYとシーケンサCPUユニットQnUD(EH)CPU、モーションCPUユニット

Q17nD(S)CPU(-S1)、基本ベースユニットQ3nDBにより構成されるMELSEC-Qシリーズモーション安全監視

機能システムは、2027年1月20日に施行される欧州機械規則の関連要件を満たさないため、安全信号ユ

ニットQ173DSXYのCEマークおよびUKCAマークを削除いたします。 

なお、Q173DSXY以外のユニットにつきましては、安全監視機能以外の用途での使用が可能であるため、

EMC指令およびRoHS指令の関連要件を満たしたうえで、CEマークおよびUKCAマークを引き続き表示いた

します。 

 

3. 変更内容 

定格銘板、梱包ラベルから、CEマークおよびUKCAマークを削除いたします。 

なお、本変更に伴う製品の機能、性能への影響はございません。 

 

表1. 定格銘板の変更内容 

変更箇所 変更前 変更後 

定格銘板   
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表2. 梱包ラベルの変更内容 

変更箇所 変更前 変更後 

梱包ラベル   

 

4. 変更時期 

2026年9月生産分より順次変更を実施いたします。 

 

5. 注意事項 

「1. 対象機種」に示す機種は、2027年1月20日以降、欧州機械規則の関連要件を満たさないため、欧州

地域ならびに英国への持ち込みが禁止されます。ただし、修理・保守等を目的とする場合は、上記制限

の対象とならない場合があります。最終的な持込みの可否については、お客様にてご確認のうえ、ご判

断いただきますようお願いいたします。 

 

6. お客様へのお願い 

CEマークおよびUKCAマークを表示した製品が必要な場合は、2026年8月までにご注文いただきますよう

お願いいたします。 

また、シーケンサCPUユニットQnUD(EH)CPUについて、すでに生産中止の案内 (※) を行っております。

ユニバーサルモデル高速タイプQCPU QnUDVCPUでの安全監視機能対応は行いませんので、新規に安全監

視機能システムが必要な場合は受注締め切りまでにご注文いただきますようお願いいたします。 
 

※MELSEC-QシリーズCPUユニット一部機種生産中止のお知らせ (FA-D-0418) 

 


